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旨

本
法
律
案
は
、
児
童
生
徒
等
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒
等
の
尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
、
教
育
職

員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
教
育
職
員
等
は
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
、
基
本
理
念
と
し
て
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
が
全
て
の
児
童
生
徒
等
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
関
係
す

る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
施
策
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
定
め
る
。

三
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
任
命
権
者
、
学
校
の
設
置
者
、
学

校
及
び
教
育
職
員
等
の
責
務
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

四
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進

す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。



二

五
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
措
置
と
し
て
、
教
育
職
員
等
及
び
児
童
生
徒
等
に
対
す
る
啓

発
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒
性
暴
力
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
者
及
び
取
上
げ
の
処

分
を
受
け
た
者
（
以
下
「
特
定
免
許
状
失
効
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
免
許
状
の
失
効
又
は
取
上
げ
の
事
由
、
原
因

と
な
っ
た
事
実
等
に
関
す
る
情
報
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

六
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
早
期
発
見
及
び
そ
の
対
処
に
関
す
る
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

七
、
特
定
免
許
状
失
効
者
等
に
つ
い
て
は
、
改
善
更
生
の
状
況
そ
の
他
そ
の
後
の
事
情
に
よ
り
再
び
免
許
状
を
授
与
す
る
の
が

適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
再
び
免
許
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
道

府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

九
、
政
府
は
、
児
童
生
徒
等
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
資
格
及
び
児
童
生
徒
等
に
性
的
な
被
害
を
与
え
た
者
に
係
る
照

会
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。


